
※セミナー１、２の詳細は裏面をご参照ください。
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開催
方法

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」のポイント

１.就業環境の整備編　約90分
２.取引の適正化編　　約60分

～フリーランスとして安全に働くために～ ～事業主にとって大切なこと～
１.就業環境の整備編　約90分
２.取引の適正化編　　約60分

フリーランスの方向け 事業主の方向け
事業主の方

必見！

フリーランスの方
必見！

セミナー1 セミナー2

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が令和 6 年 11月 1日に施行されました。
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備することを目的としており、

違反した事業者への指導が行われるなどされています。
本セミナーでは、フリーランスの方と事業主の方がそれぞれ気を付けるべきことを、

「就業環境の整備」と「取引の適正化」の観点から解説します。

フリーランス ・ 事業者間
取引適正化等法の

ポイントセミナー

参加
無料

令和７年度フリーランス取引適正化支援事業

フリーランスの方、事業主の方必見



お申込み方法 公社ホームページよりお申込みください。

TEL：03-3251-7882　Email：freelance@tokyo-kosha.or.jp

問い合わせ先

（公財）東京都中小企業振興公社  総合支援部  総合支援課
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」のポイントセミナーの内容

フリーランスの方向け  ～フリーランスとして安全に働くために～

1．就業環境の整備編
●フリーランスの現状
●フリーランスと労働者
●フリーランス法の概要
   （就業環境の整備を中心に）

●労災保険の特別加入
●トラブル事例と対処法

2．取引の適正化編
●「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の概要
  (取引適正化のパートを中心に）

●外部専門家等へ相談すべき事例
●相談窓口等の紹介

1．就業環境の整備編

2．取引の適正化編
●「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の概要
    (取引適正化のパートを中心に)

●想定される違反事例
●フリーランスとの取引にあたっての企業の注意点

弁護士／ 菅 野  みずき 氏
　　　 （大江橋法律事務所）

講　師

セミナー1

約90分

約60分

約60分

約90分

2005年弁護士登録。弁護士法人永代共同法律
事務所代表弁護士。第一東京弁護士会。経営法曹
会議会員。企業の健全な事業活動の推進をモッ
トーとし、顧問先企業向けの予防法務・紛争解決
を軸とし、使用者側の立場で労働事件を数多く取
り扱っている。

弁護士／ 小 野 　 直 樹 氏
（永代共同法律事務所）

講　師

2000年弁護士登録。2011年1月フォーサイト総合
法律事務所パートナー（現任）。東京弁護士会・労
働法制特別委員会委員。ベンチャー、スタートアッ
プを中心に、上場企業並びに上場準備企業の顧
問先及び社外役員関与先等の業務を取り扱う。

弁護士／ 由 木 　 竜 太 氏
（フォーサイト総合法律事務所）

講　師

2010年東京大学法科大学院卒業、2011年弁護
士登録。複数の弁護士事務所を経て、2016年11月
から弁護士法人大江橋法律事務所勤務。主な取
扱分野は、独占禁止法、下請法、景品表示法、訴
訟、一般企業法務。

弁護士／ 菅 野  みずき 氏
　　　 （大江橋法律事務所）

講　師

検 索公社　フリーランス

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shitauke/freelance_torihiki/index.html

［フリーランス取引適正化支援事業URL］

※オンデマンド配信は期間中いつでも視聴可能です

事業主の方向け   ～事業主にとって大切なこと～セミナー2

フリーランスの方向け
はこちら

https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2511/0008.html

事業主の方向け
はこちら

https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2511/0009.html

●フリーランス法の概要
●フリーランスの就業環境の整備
●業務委託契約の実際　等




